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組
合
員
の
皆
さ
ん
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い

ま
す
。 

 

本
日
、
関
信
国
税
青
年
委
員
会
は
、

「
局
総
務
課
長
交
渉
」
を
実
施
し
ま
す
。 

 

局
総
務
課
長
交
渉
は
、
青
年
層
組
合
員

の
生
の
声
を
当
局
に
訴
え
、
要
求
実
現
を

図
る
最
高
の
機
会
で
あ
る
と
の
認
識
の

下
、
活
動
の
頂
点
と
位
置
付
け
て
い
ま

す
。 

 

10
月

16
日
か
ら
本
日
ま
で
を
全
支
部

青
年
統
一
行
動
期
間
と
し
て
、
各
支
部
に

お
い
て
、
青
年
層
職
員
に
対
す
る
意
見
集

約
や
、
支
部
所
属
長
宛
て
の
「
青
年
層
固

有
の
問
題
に
関
す
る
要
求
書
」
の
手
交
な

ど
の
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

青
年
層
組
合
員
を
取
り
巻
く
環
境
は
依

然
と
し
て
厳
し
く
、
処
遇
問
題
、
研
修
制

度
、
住
環
境
、
職
場
環
境
等
、
未
だ
解
決

に
至
っ
て
い
な
い
問
題
が
山
積
し
て
い
ま

す
。 

 

交
渉
団
が
青
年
層
組
合
員
を
代
表
し
、

現
場
の
生
の
声
を
訴

え
、
青
年
層
固
有
の

問
題
の
解
決
を
当
局

に
求
め
ま
す
。 

 

令和５年10月30日 第740号（１） どとお 

 

青年委員長    中司 大河 専従 
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久保田 聖也 土浦 

大髙 尚幸 水戸 

並里 優哉 大宮 

主査    

大貫 龍之介 浦和 

長沼 和輝 浦和 

委員  

川上 絢也 水戸 

森田 純平 水戸 

大谷 海斗 宇都宮 

熊谷 謙斗 前橋 

松本 光太 春日部 

本年５月に実施した交渉の様子 

中司青年委員長 



令和５年10月30日 第740号（２） どとお 

○２級昇格発令 

 青年層職員は、一人前の国税職員と

なるべく、高度な専門的知識や技術の

習得に日夜不断の努力を重ね、誇りと

責任を持って職務を遂行しています。

必要在級年数（専科生は３年０か月、

普通科生は８年０か月）を経過する時

には、既に全員が標準職務表に掲げら

れた２級以上の職務を行っており、調

査官・徴収官に必要な能力や適性も十

分に備わっていると認識しています。 

 青年層職員の処遇向上は、士気を高

め、職場に活気を生みます。今後の職

場を支えていく青年層職員が、希望を

持って職務に精励できるよう、必要在

級年数での２級昇格発令を要求してい

ます。 

○指導育成体制 

 近年、各署では若手等職員の占める割合が高く、指導対象

者が多い状況にあります。指導育成に当たっては、指導対象

者が十分な事務経験を積めるような体制の構築とともに、気

軽に周囲の職員に相談できる環境づくりに努めるよう要求し

ています。 

 また、BS指導者についても経験の浅い若手等職員が多いこ

とから、一部の者に過重な負担をかけないよう、周囲の職員

も積極的に指導をするなど、指導環境の整備・充実を訴えて

います。 

本年５月に実施した交渉の様子 

昇格するためには、

「在級年数」という資

格要件があります。 

 関信国税では、より良い職場を目指し、職員から寄せ

られた声を基に、問題の改善に向け活動を展開していま

す。 

 その中で、青年委員会は青年層ならではの問題につい

て、当局に解決を求めるため、独自に交渉を行い要求書

を手交しています。この取組は、青年層組合員の声を伝

えるために重要なものです。 

 各支部においては、「全支部青年統一行動」として、

意見交換や所属長宛ての要求書の手交を行い、問題の解

決に取り組んでいます。 

｢青年層固有の問題に関する要求書｣とは 


